
　2026年5月14日、「令和8年度 第1回 大阪府地下占用物等連絡会議」を開催しました。本会議は、道路管理者と地下占用事業者が、相互の点検計画・点検結果、路面下空洞調
査結果等を共有し、道路陥没の未然防止や、占用物件に起因する道路構造・交通への支障に適切に対応するための連携体制を強化するものです。 
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会場：対面（大阪府新館南館8階 大研修室）＋ Web併用
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■ 意見交換・アンケート結果（要旨） 
・関係者限りの説明では、新たな道路占用関連システム、占用物件の維持管理の適正化ガ
イドライン、道路管理者が道路占用者に対して実施すべき措置に関する手引き、構成員事
前アンケート結果を共有しました。 
・アンケートでは、点検周期・点検方法が施設種別や管理主体により異なること、点検結
果の位置情報との紐付け、道路管理者との共有範囲などが課題として挙げられました。 
・意見交換では、事故発生時の連絡窓口の整理、点検結果の共有単位、報告内容の整理方
法など、次回会議に向けた実務的な論点を確認しました。 

本資料に関するお問い合わせ先  
　総括保全対策官　辻脇 崇  （文責）

会長：大阪国道事務所長　志々田武幸

会場の会議状況　①

■ 主な議事内容　 
　資料1｜地下占用物連絡会議の設置 
道路メンテナンス会議の下部組織としての位置付け、会議における調整・共有内容
等について説明。 
　資料2｜規約の改正 
地上部の電柱を点検結果報告対象に含めるため、会議名称を「大阪府地下占用物等
連絡会議」へ改める規約改正と構成機関の別表を確認。 
　資料3｜最近の動き 
八潮市の道路陥没事故以降の国の有識者会議、道路地下空間利用、占用制度、維持
管理、新技術導入、下水道法等の一部改正の動きを共有。 
　資料4｜道路法施行規則の一部改正 
令和8年4月1日施行の改正省令により、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の
報告が制度化されたことを確認。 
　資料5｜第3次無電柱化推進計画-電柱の老朽化を踏まえた効率的な無電柱化-
道路管理者による電柱の維持管理状況の定期的確認と、電柱の老朽化状況を踏まえ
た効率的な無電柱化の推進が示された事を共有。 
　資料6｜今後の進め方（案） 
7月頃の第2回会議に向け、今後の取り組み内容等について確認。  

会場の会議状況　②
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